
第 4章

工業都市のリスク・ガバナンス
―天津市濱海新区の事故から―

大 塚　健 司

はじめに

　2014年 3 月に国務院が発表した「国家新型城鎮化規劃（2014－2020年）」に

おいて，「都市の持続可能な発展能力の向上」が中国における都市化促進策

の大きな柱のひとつとして位置づけられた（本書総論参照）。すなわち，「都

市の発展方式の転換を加速し，都市空間構造を最適化し，都市経済，インフ

ラ，公共サービスおよび資源環境の対人口キャパシティを増強し，『都市病』

への有効な予防・対処を行い，バランスがとれ，住みやすい，特色豊かで活

力あふれる現代都市を建設する」（第五篇）として，次の施策を講じること

とされている。第 1に，都市産業構造の最適化，都市のイノベーション能力

の増強，良好な就業・起業環境の醸成により，都市の産業・就業へのサポー

トを強化することである（第十四章）。第 2に，中心都市機能の向上と改良，

新都市・新区の建設の厳格な規範化，都市農村結節部の環境改善を通して，

都市の空間構造と管理のあり方を最適化することである（第十五章）。第 3に，

都市公共交通の発展を優先させ，市政公用施設の建設を強化し，公共サービ

ス体系を完備することにより，都市の基本的な公共サービス条件を向上させ

ることである（第十六章）。第 4に，計画理念を刷新し，計画手続きを完備し，

計画管理・規制を強化し，建築の質を厳格に管理することによって，都市計
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画建設水準を向上させることである（第十七章）。第 5に，グリーン・シテ

ィ⑴の建設を加速し，インテリジェンス・シティの建設を促進し，歴史・文

化の薫る「人文都市」の建設を重視するなど，新型都市建設を推進すること

である（第十八章）。最後に，都市ガバナンスの構造を完成させ，コミュニ

ティ（社区）自治とサービス機能を強化し，社会治安総合対策を刷新し，防

災・減災・災害救助体制を健全化することを通して，都市の社会ガバナンス

の強化と刷新を図ることが挙げられている（第十九章）。

　このように，中国が進めようとしている新型都市化政策を「持続可能な発

展」という観点からみると，経済，インフラ，公共サービス，自然・歴史環

境，防災・減災といった都市の開発と保全にかかわる幅広い課題が網羅され

ていること，そしてそれら課題への対処能力を産業，人口，空間，ガバナン

スといった多様な側面から強化することを意図していることがうかがえる。

このことは逆に，中国の都市がこれら側面において「持続不可能な」発展に

つながる多くの問題を抱えていることを示唆している。

　たとえば2015年 8 月12日に天津港で発生した危険化学物質倉庫の爆発事故

を，中国の都市発展に関する多くの矛盾をあぶりだした事件のひとつとして

挙げることができる。2016年 2 月 5 日に公表された国務院の事故調査報告書

によると，事故発生当日深夜に，天津市濱海新区天津港に設置されていた瑞

海国際物流有限公司（以下，瑞海公司）の倉庫から出火し，大量に保管され

ていた危険化学物質に引火して大規模な爆発事故が発生した。これにより，

周辺住民，企業従業員，さらには消防・救援にあたった消防隊員らも含めて

165人が死亡， 8人が行方不明，798人が負傷するとともに，マンション，オ

フィスビル，倉庫等を含むあわせて304棟の建物，出荷準備されていた 1万

2428台の乗用車および7533個の貨物が被害を受けた。爆発事故の中心地域で

は，直径97メートル，深さ2.7メートルにおよぶ巨大クレーターのような穴

ができていることが衛星写真から確認された。この事故は調査報告によって

「特別かつ重大な安全生産にかかわる過失事故」と認定された（国務院事故調

査組2016）⑵。
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　事故の発生現場となった天津市濱海新区は，中国四大直轄市の中で上海市

浦東新区と並んで1990年代から開発が進められ，2009年には深圳経済特区，

上海浦東新区に次いで「国家級新区」となった地域である⑶。また同区は，

全国で60地域が指定されている「危険化学品安全生産重点県（市・区）」の

ひとつとして危険化学物質を扱う産業活動の安全確保のための普及啓発や検

査活動などが国と市によって重点的に展開されていたところであった⑷。そ

の矢先に起きた大規模な爆発事故は，危険化学物質産業の安全管理のあり方

はもちろんのこと，関連産業の立地や運営，さらには都市開発のあり方に至

るまで多くの教訓や課題をつきつけている。そして天津市はこの事故の教訓

をいかすべく，「安全天津」というスローガンを掲げて新たな都市建設に取

り組みはじめたところである。

　本章では，この天津港での爆発事故を教訓として，産業事故リスクに向き

合い始めた天津市濱海新区の事例から，中国の重化学工業都市における開発

の問題点と産業事故リスクへの対応の課題を明らかにすることを目的として

いる。以下ではまず，第 1節にて中国都市が抱える産業事故リスクについて，

おもに安全リスク管理に関する国の検査活動を通して明らかにされた状況と

課題を述べる。つぎに，第 2節にて国家級新区である天津市濱海新区の都市

開発の過程について，おもに重化学工業開発と住宅開発の観点から解き明か

す。そして，第 3節にて2015年 8 月12日に天津港で発生した爆発事故および

政府の対応の経緯について，国務院事故調査組による事故調査報告書を中心

にしながら，適宜関連報道も参照して整理したうえで，続いて第 4節にてこ

の事故の背景にある安全生産管理および都市構造の問題点について検討する。

最後に，第 5節にて「安全天津」をスローガンに，産業事故リスクと向き合

いながら都市建設を進める天津市の取り組みについて概観しながら，産業事

故を防ぎ，持続可能な都市の発展を促進する上での課題を明らかにする。環

境保全と防災・減災を連続した問題としてとらえたガバナンス（大塚 2015b），

すなわち「リスク・ガバナンス」のあり方を探求することは，長年にわたっ

て経済発展を急いできた中国の多くの都市が抱える重要な社会的課題である。
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本章は，中国新型都市化政策における持続可能な発展という課題をめぐって，

事例研究を通して産業事故リスクに対する工業都市のガバナンスを検証する

ことを試みるものである⑸。

第 1節　中国における産業事故リスク

　中国では改革開放以降，中央の地域開発および産業政策のもと，各地方で

地域経済の牽引役を期待して産業の誘致競争が繰り広げられてきており，重

化学工業もその牽引役のひとつとなってきた⑹。他方で，重化学工業はエネ

ルギー多消費・環境汚染物質多排出（「高耗高排出」，いわゆる「両高」）型産

業として，環境汚染の大きな原因となってきただけではなく，生産過程での

安全管理の不備のためにしばしば事故を引き起こし，労働者や周辺住民に被

害をもたらしてきた。天津港爆発事故の前後だけでも，2015年 4 月に福建省

漳州市にて PX（パラキシレン）工場の爆発事故で15人が負傷， 8月22日には，

山東省淄博市恒台経済開発区の化学コンビナートで爆発事故が発生し， 9人

が負傷している⑺。

　2005年11月に吉林省吉林市に立地する中国石油吉林石化公司分公司第101

工場第一化学工場にて発生した爆発事故⑻をふまえて行われた全国環境安全

大検査によれば，全国25の省・自治区・直轄市に立地する計127社の重点石

油化学系企業のうち，60社（47％）が都市付近や人口密集地域に立地してい

ることが明らかになった。さらにその後，全国の化学・石油化学系プラント

7555件を対象にした環境リスク調査の結果によると，都市付近や人口密集地

域に立地しているプラントは2489件（32.9％），交通幹線沿いに立地している

プラントは977件（12.9％）であることが判明している。飲用水源を含む水域

や自然保護区など環境影響リスクの高い企業・プラントを含めて，検査の結

果3618社に対して改善措置を，49社に対して移転措置をとるなど，一定の環

境安全リスク軽減措置をとったとされている（大塚 2008, 100-102）。
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　しかしながら，その後も環境汚染事故が絶えず，2008年から2011年の 4年

間で環境保護部に通報があった突発的環境事件は568件あり，そのうち危険

化学物質に関するものが287件とおよそ半数を占めているという。すなわち

平均して全国のどこかで 2， 3日に 1件の突発的な環境事件が発生し，毎週

1件以上危険化学物質にかかわる事件が起きていることになる（大塚 2015a, 

49-50）。

　また，天津港爆発事故を受けて国務院安全生産委員会が 8月下旬以降に実

施した全国安全生産大検査では，延べ353万6000の企業が対象となり，452万

2000件のリスクの排除措置を行ったという。そのうち重大なリスクは 1万

1658件と発覚したリスク件数全体の 8割以上を占めているという。さらに

6581企業が閉鎖や取締りの対象となり， 3万3664件の営業許可が取り消され，

4667人が司法機関に移送され刑事訴追を受けたとされている。このうち化学

系企業については，調査対象30万社余り，リスク件数44万3000件余り，違法

行為の取り締まり件数 2万件余り，取締り企業3047社，営業許可の取り消し

件数2203件という状況であった。このように天津港爆発事故後の全国検査に

よって，化学系企業を中心に安全生産にかかわる違法行為や規則違反が蔓延

している状況が明らかにされた⑼。

　天津港爆発事故もまた，2014年 2 月から実施されていた60地点の危険化学

品安全生産重点県（市・区）の安全生産攻略事業のさなかに起きており，安

全生産管理が機能していなかったことを物語っている。60の重点地域は天津

市をはじめ26省・市・自治区で指定されており天津市濱海新区はその筆頭で

あった（表4－1）。しかも天津港爆発事故は，同年 5月に改正された天津濱海

新区条例において第48条として新たに「・・・安全生産と応急管理体制メカ

ニズムを刷新し，突発的事件の警報と応急措置メカニズムを完成させ，人民

大衆の生命財産安全を保障する」と規定された矢先に勃発したのであった⑽。

以上の状況からみるかぎり，産業生産リスクへの政府主導の都市ガバナンス

は，繰り返される安全検査活動に依存する脆弱なものであったことがうかが

える。



134

表4－1　危険化学品安全生産重点60地域

（出所）　国家安全生産監督管理総局ウェブサイト（http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/

Contents/Channel_21452/2014/0507/234231/content_234231.htm　2017年1月22日アクセス）。

所属省
（区・市）

重点県
数 県（市・区）

天津 3
濱海新区
北辰区
東麗区

河北 2
衡水市武邑県
滄州市黄驊市

山西 1 長治市潞城市

内モンゴル 2
鄂爾多斯市准格爾旗
島海市島達区

遼寧 2
瀋陽経済開発区
大連市甘井子区

吉林 1 吉林市龍潭区
黒龍江 1 大慶市譲胡路区
上海 1 金山区

江蘇 11

南京化工園
蘇州市昆山市
蘇州市張家港市
蘇州市常熟市
無錫市江陰市
無錫市宜興市
常州市武進区
常州市新北区
南通市如東県
泰州市泰興市
塩城市濱海市

浙江 5

杭州市粛山区
嘉興港区（平湖）
寧波市鎮海市
紹興市上虞市
台州市臨海市

安徽 1 池州市東至県
福建 1 泉州市泉港区

所属省
（区・市）

重点県
数 県（市・区）

江西 1 九江市永修県

山東 11

淄博市臨淄区
淄博市柜台県
淄博市張店区
濰坊市濱海区
濰坊市寿光市
濰坊市青州市
東営市墾利県
東営市広饒県
東営市河口区
濱州市博興県
泰安市新泰市

河南 1 新郷市新郷県
湖北 1 宜昌市猇亭区
湖南 1 岳陽市雲渓区

広東 3

恵州大亜湾経済技
術開発区
茂名高新技術産業
開発区
湛江霞山区

広西 1 欽州港経済開発区
重慶 1 長寿区

四川 2
徳陽市什邡市
楽山市五通橋区

雲南 1 昆明市安寧市

陕西 2
楡林市神木県
楡林市靖辺県

甘肃 1 蘭州市西固区

寧夏 2
石嘴山市恵農県
石嘴山市平羅県

新疆 1 克拉瑪依化工園区
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第 2 節　天津市濱海新区の都市開発

1．新区開発

　天津市濱海新区の発展は，天津港およびその周辺の開発とともに歩んでき

た。現新区の中核をなす塘沽地区は14世紀元末に村落が形成されて以降，

徐々に海と川をつなぐ運輸中継および貨物集積地域として頭角を現した。そ

の後，19世紀に大英帝国による開港，1939年に日本軍の侵略による新港建設，

1945年に日本軍降伏にともなう国民党政府の接収を経て，1949年 1 月には共

産党の統治下に収められた（天津市地方誌編修委員会弁公室 2009, 313）。そし

て新中国成立後から改革開放までのあいだに天津港は1951年，1959～72年，

1973年以降の 3度にわたる改築・拡充建設工事が行われてきた（天津市地方

誌編修委員会弁公室 2009, 336）。

　濱海新区の開発は，改革開放の幕開けを受けて天津市主導で着手され，そ

れを国が支持するかたちで進められてきた。1984年に天津市共産党委員会お

よび人民政府は市中心から45キロメートル東に位置する塩田であった塘沽区

の東北側，面積33平方キロメートルのところに天津経済技術開発区を設置す

る構想をまとめ，1984年12月に国務院の認可を得た（孟 2011；天津市地方誌

編修委員会弁公室 2009, 315, 338）。1985年には天津市城市総体規劃方案が天津

市人民代表大会での採択および国務院の認可を得て，そこで「工業の重点を

東に移し，海河下流および濱海地区を建設・開発する」という方針が確定し

た。これには，市中心部において環境汚染をもたらし，エネルギー・資源の

利用効率の劣る老朽化した工業群の再配置が必要とされていたという背景が

あった（天津市地方誌編修委員会弁公室 2009, 117, 311）。1986年 8 月には鄧小

平が同開発区の視察を行い，「天津開発区は非常にすばらしい，すでに企業

も進出し，投資環境も改善され，外国人も投資に来ており，安心した」「あ

なた方は港湾と市区の間にこんなに多くの空き地をもっており，これは大き
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なメリットで，潜在力は非常に大きいとみた。もっと大胆になって発展を加

速させることができる」等と発言し，経済開発区の発展を後押しした

（孟 2011）。

　また同年同月に国務院は「天津市城市総体規劃方案に関する認可」におい

て，天津港の拡充建設方針を打ち出し，対外・対内物流運輸の拠点貿易港と

して整備が進められていった。このあいだ，天津港の貨物取扱量は1984年に

1611万トンであったのが，1990年には2063万トンと増大した（天津市地方誌

編修委員会弁公室 2009, 311, 315）。さらに1991年 5 月には対外貿易の促進のた

め輸出入許可の免除・免税・保税措置がとられる保税区が天津港に設置され

た（孟 2011;天津市地方誌編修委員会弁公室 2009, 342）。図4－1は天津港の貨物

取扱量の推移を示したものである。現在に至るまで天津港における貨物取扱

量は順調に増加を続けており，とくに1990年代から2000年代にかけては海外

との輸出入が貨物の交易を牽引してきたことがわかる。

　また1992年に鄧小平が行った「南巡講話」によって各地で改革開放に向け
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（出所）『天津市濱海新区経済統計年鑑2015』より筆者作成。
（注）TEUは20フィートコンテナ換算量。

図4-1　天津港コンテナ貨物取扱量の推移
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たよりいっそうの取り組みが促される中，天津市は経済技術開発区，天津港，

保税区の発展の基礎のうえに濱海新区の構想を打ち出した。1994年 3 月に開

かれた天津市第12期人民代表大会第 2回会議では，今後10年前後で冶金・化

学工業を基礎とし，商業・貿易，金融，観光業を競争発展させ，外向型新興

産業が主導する自由貿易地域としての濱海新区の発展戦略を形成することが

提起された（孟 2011）。これは天津市の発展戦略を沿海港湾都市としての地

理的優位性をいかして，北京・天津・河北地域および日本や韓国を視野に入

れた環渤海地域という広域の経済圏に位置づけることも含意されていた

（王 1995）。また同じく港湾都市に設置された新区であり，かつ天津をしの

ぐ経済成長を遂げていた浦東新区を意識して北京と連携して「北方の浦東」

をめざすともいわれた（趙 1996）。

　その後，開発区，天津港，保税区の発展にともなう行政体制の強化と中国

のWTO加盟にともなう市場開放の中での制度的根拠の明確化を図るべく，

2002年10月に天津市第13期人民代表大会常務委員会第36回会議にて天津濱海

新区条例が採択され，同年12月から施行された（虞 2003）。同条例第 2条に

おいて濱海新区は，「塘沽区，漢沽区，大港区と天津経済開発区，天津港保

税区，天津港および東麗区と津南区の一部地域を含む」とその範囲が明記さ

れた。また，第 3条において，濱海新区は，「現代化工業基地と現代物流セ

ンターの建設を目標とし，ハイテク産業と現代サービス業の発展に重点をお

き，天津に軸足をおきながら周辺に奉仕し，世界に向かう，高度に開放され

た経済区」であるとされた。さらに第 4条において，同区は「市場経済体制

の完成と政府機能の転換を通して経済発展を促進するべく制度刷新を行う」

と書き込まれた。こうして天津濱海新区は経済体制改革を先導する中国北方

の開かれた経済特区として天津市主導でスタートした。

　このような天津市の取り組みに対して国務院は2006年 5 月に「天津濱海新

区開発開放に関する問題についての意見」を出し，天津濱海新区への明確な

支持を打ち出した。同意見において国務院は新区条例で定められた区域を含

む2270平方キロメートルを天津濱海新区と認め，同新区はこれまで十数年に
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わたる開発・建設により，さらなる経済発展の基礎的条件を備えていると評

価した。そして，北京・天津・河北および環渤海地域の国際競争力の向上に

有利になる等として，天津濱海新区の開発と開放を推進することは，国家地

域経済協調発展戦略の重要な措置であると結論づけた。こうして天津濱海新

区は深圳経済特区，浦東新区に次ぐ国家級新区の地位を獲得したのである。

　さらに2008年 3 月には，国務院が「天津濱海新区総合配套改革試験総体方

案」を通達し，新区の行政体制，経済体制，環境・社会管理体制の諸改革に

取り組んでいく方針を示した⑾。また2009年11月には，天津濱海新区内の 3

区が撤去され，天津市濱海新区が一行政区域として正式に成立した。そして

翌年 1月にかけて新区の共産党委員会，人民代表大会，政治協商委員会の各

代表ならびに区長，副区長，区法院長，区検察院長らが選出された⑿。さら

に新区の体制改革にともなう新たなニーズに応えるべく，2015年 5 月には天

津市第16期人民代表大会常務委員会第10回会議にて「天津濱海新区条例」の

改正案が採択され，即日公布・施行された⒀。

　「2015年天津市濱海新区国民経済・社会発展統計公報」によると⒁，全区

常住人口は297万100人，戸籍人口は123万9200人と半数以上が外来戸籍をも

つ人々から構成されている。全市で外来人口が占める割合は約 3割となって

おり，それより多くなっていることが特徴である⒂。

2．重化学工業化と不動産開発の併走

　天津濱海新区の経済発展は工業化により牽引されてきた。図4-2は1995年

以降の産業別全社会固定資産投資額の推移を示したものであるが，2008年ま

でおおむね第 2次産業への投資が第 3次産業への投資を上回っていたことが

わかる。図4-3は新区の GDP各前年比成長率の推移を示したものであるが，

2007年を除いて GDP成長率は第 2次産業が第 3次産業を上回る勢いである

ことが示されている。また表4-2は，2000年，2005年，2010年，2014年の産

業別 GDPの構成を示したものであるが，ここ10数年のあいだ一貫して第 2
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次産業，とくに工業の構成比が最も大きく 6割を超えていることがわかる。

これらのデータは新区開発が「工業の重点を東に移す」という方針のもと進

められてきたことを裏付けている。

　工業のうちとくに重化学工業開発に偏重していたことも濱海新区の特徴で

ある。2009年から2012年の期間でみると，工業企業数に占める重工業企業数

の割合は70％以上，工業総生産額に占める重工業の割合は80％以上を占めて

いた（閻 2014）。天津濱海新区統計年鑑によると，2014年の工業生産額に占

めるいわゆる重工業⒃の比率は88％である。近年でも大型の石油精錬，エチ

レン生産，冶金，重機械製造業等の投資プロジェクトが続々と始動している

（中共天津市委党校経済発展戦略研究所 2013）。

　重化学工業の拠点としての天津濱海新区の特徴は港湾貨物取扱種目にもみ

てとれる。表4-3は，2007年から2014までの港湾貨物取扱量の推移を種目別

に整理したものである。重量ベースで2007年の時点で取扱量が最も多いもの

は順に，石炭，金属鉱石，鉄鋼，石油・天然ガス，機械・電気関連と重工

業・鉱業関連で77.8％を占めていた。その後，石炭，鉄鋼のシェアは下降気

味ではあるが，建築用鉱物材料や化学原料・製品のシェアがやや伸びており，

表4－2　天津市濱海新区 GDP構成の変化
（億元）

年 2000 （％） 2005 （％） 2010 （％） 2014 （％）
GDP 571.74 100 1633.93 100 5030.11 100 8760.15 100
第 1 次産業 　5.2 0.9 7.15 0.4 8.17 0.2 10.95 0.1
第 2 次産業 383.45 67.1 1092.55 66.9 3432.81 68.2 5828.43 66.5
　工業 359.13 62.8 1035.03 63.3 3215.39 63.9 5524.16 63.1
第 3 次産業 183.09 32 534.22 32.7 1589.12 31.6 2920.77 33.3
　交通運輸・
　倉庫・郵便

52.69 9.2 132.21 8.1 304.19 6 356.24 4.1

　小売・ホテ 

　ル・飲食
63.94 11.2 225.77 13.8 561.49 11.2 838.23 9.6

　金融 　9.2 1.6 11.17 0.7 106.64 2.1 382.47 4.4
　不動産 14.47 2.5 31.25 1.9 92.02 1.8 104.33 1.2

（出所）　『天津市濱海新区経済統計年鑑』各年版より筆者作成。
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それらを合わせると2014年の時点で80％を占めている（2007年ではそれら 2

種目を含めると85.3％）。他方で軽工業・医薬品のシェアが着実に上昇してい

ることはハイテク産業の振興を旗印に掲げてきた新区の新たな動向として注

目されるところである。

　このように重化学工業化が進められてきた新区であるが，産業構造の高度

化という長年の課題への対応として近年では第 3次産業への投資が活発化し

てきていることも注目すべき点である。先に掲げた図4-2をみると，2009年

から第 3次産業への固定資産投資額が第 2次産業を上回る勢いで伸びている

ことがわかる。また図4-4は，おもな城鎮（都市）固定資産投資額について

比較可能な統計データが公表されている2010年以降の推移をみたものである。

依然として工業固定資産投資が右肩上がりに伸びている中で，不動産開発や

それを背景とするリース業，さらには交通運輸サービス業への投資も伸びつ

つあることが示されている。

　図4-5は2007年以降の不動産開発による施工・竣工・販売についての累積

図4-4　主な城鎮固定資産投資額の推移

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2010 2011 2012 2013 2014

工業 交通運輸等 不動産 リース等 水利・環境・公共施設

（億元）

（出所）　『天津市濱海新区経済統計年鑑』各年版より筆者作成。
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面積の推移を示したものである。図4-4でみるように不動産開発投資は2011

年をピークに下降気味ではあるものの，ストックとしての不動産は着実に増

えており，重化学工業化の中でオフィス・住宅開発もあわせて促進されてき

たことを確認することができる。

　このように濱海新区は重化学工業化と不動産開発が併走するかたちで発展

する中で，「化学工業を都市が囲む」という空間構造が形成された（張 2015）。

とりわけ新区開発の拠点となった経済開発区がある旧塘沽区は居住地が最も

集中している地域であり，開発区の南側には2000年以降に住宅団地が建設さ

れ，多くの高層マンションが立ち並ぶようになった（李・巣 2010）。ここの

一角は2015年 8 月12日の爆発事故で大きな被害を受けたところである。天津

市濱海新区城市総体規劃（2005－2020年）の計画用途地域においても同区で
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図4-5　不動産開発面積の推移

（出所）　『天津市濱海新区経済統計年鑑』各年版より筆者作成。
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は，建設用地166平方キロメートルのうち居住用地43.2平方キロメートル，

工業用地32.5平方キロメートルと住工混合型の空間構造が維持されている

（表4-4）。このような空間構造は「産城融合」すなわち「産業と都市の融合」

ともいわれている（張 2015）。

第 3節　天津港 8・12爆発事故の経緯

1．事故発生の経緯

　ここで「天津港“ 8・12”瑞海公司危険品倉庫特別重大火災爆炸事故調査

報告」（以下，事故調査報告書）および関連報道から，事故の経緯を概観して

おきたい。事故調査報告書を作成した国務院事故調査チーム「国務院天津港

“ 8・12”瑞海公司危険品倉庫特別重大火災爆発事故調査組」（以下，事故調

査チーム）は，事故発生から 6日後の2015年 8 月18日に，公安部常務副部長

（のちに安全監督総局長）の楊煥寧をリーダー（組長）とし，公安部，安全監

督総局，監察部，交通運輸部，環境保護部，全国総工会，天津市人民政府を

メンバーとして設置された。また事故調査にあたってはメンバーのほかに，

最高人民検察院からの派遣のほか，爆発，消防，刑事・探偵，化学工業，環

境保護などの専門家の協力を得たとされている。

　事故発生から 3日後の15日には習近平共産党総書記・国家主席・中央軍事

委員会主席が安全生産事故の発生防止を，その翌16日には李克強首相が現地

視察を行い，事故調査の徹底を訴えている（『日刊中国通信』2015年 8 月19日

付）。事故調査チームは習総書記および李首相らを含めた中央指導者の指示

をふまえて事故の原因，経過，被害規模について明らかにするととともに，

関係責任者・組織の処分および事故から明らかになった問題や教訓を分析し

て，今後の取り組みについての提案を行ったとされている（国務院事故調査

組 2016, 2）。
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　今回の事故で人的物的被害を直接もたらしたのは，天津港に面する天津市

濱海新区に瑞海公司が設置していた危険物倉庫で起きた 2度にわたる連続し

た爆発であった。事故調査報告書によると，2015年 8 月12日23時34分 6 秒に

最初の爆発が，その約30秒後の同37秒に 2度目の爆発が起きたとされる。ま

た，これら爆発の大きさは，1回目が15トン TNT火薬（トリニトロトルエン）

相当， 2回目が430トン TNT火薬相当であったという（国務院事故調査組

2016, 3, 17-18）。

　この爆発の原因をめぐっては当初メディアでさまざまな議論や憶測がなさ

れていたが⒄，事故調査報告書では，再現実験等をふまえて自然発火と断定

され，公安機関の調査によって人為的な故意または過失による放火や失火の

可能性は排除できるとされている。すなわち，瑞海公司が設置した危険物倉

庫に大量に保管されていた硝化綿（ニトロセルロース）の一部が，乾燥と高

温という条件下で自然発火し，それが他の危険物に燃え広がり，火薬や爆薬

の原料である硝酸アンモニウム⒅等の危険物に引火して大規模な爆発が起き

たと考えられている（国務院事故調査組 2016, 13-18）。

　なお，瑞海公司の危険物倉庫には，当時111種類， 1万1383.79トンもの多

種多量の危険貨物が保管され，爆発現場の区画だけでも硝酸アンモニウム

800トン，シアン化ナトリウム360トン，硝化綿などが48.17トンあったとさ

れている（国務院事故調査組 2016, 26）。

2．人的物的被害

　この爆発によって多大な人的物的被害がもたらされた。事故による死者は

165人，行方不明者は 8人，重軽傷者は798人（重傷58人，軽傷740人）にのぼ

った。死者のうち救援活動に参加した公安部門の現役消防員24人，天津港の

消防員75人，公安民警11人であり，また事故発生企業と周辺企業の従業員お

よび住民が55人であった。また行方不明者 8人のうち天津港消防員が 5人，

周辺企業従業員および天津港消防員家族が 3人であった（国務院事故調査組
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2016, 7-8）。

　ここで事故当時現場および周辺にいた従業員や住民以上に，救援活動に参

加した消防隊員等の死者が多いことをめぐり，救援活動自体に問題があった

のではないかとの疑念がメディアで提起されていた（『財新周刊』2015年 8 月

24日, 52-54）。これに対して事故調査報告書では，消防指揮者が瑞海公司の

現場作業員に具体的な着火物質を尋ねたところ誰も知らなかったとして，現

場で有効な消火方法を判断する材料がなかったことを指摘するとともに，天

津市人民政府が危険化学物質の火災爆発事故に対する備えが十分でなかった

こと，現場の消防能力が不足していたこと，さらには瑞海公司による危険化

学物質の管理や認可手続きがずさんであったことなどを指摘している（国務

院事故調査組 2016, 18-23, 26-32）。

　物的被害については，まず爆発事故の中心地域では，大小 2つの穴（ひと

つは直径15メートル，深さ1.1メートルの三日月形，もうひとつは直径97メートル，

深さ2.7メートルのクレーター状）が出来，爆心地から半径150メートル範囲内

の建物は全壊し，周辺の7641台の商用自動車，現場で消火にあたっていた30

台の消防車両もすべて毀損され，近隣の事業所に駐車していた4787台の自動

車が何等かの損害を受けたという。また爆発にともなう火災，爆風，衝撃波，

震動などによって周辺の広い範囲にわたって建物に被害が及んだ。被害を受

けた建物の棟数は，マンション，オフィスビル，倉庫等を合わせて304棟に

のぼる。ガラス破損などの被害をもたらした衝撃波の影響は，最も遠いとこ

ろで東側8.5キロメートル，西側8.3キロメートル，南側 8キロメートル，北

側13.3キロメートルまで達したという（国務院事故調査組 2016, 3-7）。

　さらに爆発事故は天津港の経済活動に大きな影響を及ぼした。天津港に留

め置かれていた多くの工業製品が損傷を受け，その数量は乗用車が 1万2428

台，貨物で7553個にのぼるという。この爆発事故による天津港を介した貿易

やサプライチェーンへの影響については日本にとっても対岸の火事ではなく，

事故後 1カ月程度，操業停止を迫られたり通関業務に支障をきたしたりなど

の影響を受けた企業も少なくない（『日本経済新聞』2015年 9 月21日付）。その
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後，11月には事故中心から 3キロメートルの範囲にあるショッピングセン

ターが改装後に再開され，12月には事故で運行停止していた鉄道が一部再開

された。しかしながら，一部区間は再開が遅れており，2016年中の復旧と供

用が予定されていたものの（『日刊中国通信』2015年11月19日および12月18日付），

同年末時点でまだ工事中であった⒆。以上の人的物的被害をあわせて今回の

事故で発生した経済損失は68億6600万人民元とされている（国務院事故調査

組 2016, 7-8）。ただし，この額の内訳は明らかにされていない。2015年末の

ある報道では保険金の請求額だけでも20億ドル（約130億人民元）にのぼると

いう推計も伝えられており（『日本経済新聞』2015年12月28日），事故調査報告

書が推定した金額とは 2倍近い差がみられる。

　被害者の救済や補償については事故調査報告書には記されていない。報道

によると，労災に準じた救済措置や住宅被害への補償などがなされるととも

に，企業の生産設備等の損害については保険金が支払われているようである。

3．環境汚染

　爆発事故によって大量の化学物質が大気，水環境中に撒き散らされ，環境

保護部と天津市境保護局はモニタリングと除去作業に追われた。もともと倉

庫に保管されていた危険化学物質111種に加えて，爆発・燃焼によって反応

生成した物質も含めると少なくとも129種の化学物質が環境中に拡散したと

されている（国務院事故調査組 2016, 8）。

　 9月 4日に事故区域内の廃水処理の処置権限を濱海新区政府および天津港

集団に正式に移管されるまでの約20日間，事故発生直後から現場でおもに環

境応急任務に携わっていたのは天津市環境保護局のチームであった。 8月13

日深夜0時に天津市環境保護局長の温武瑞が事故情報を得ると，すぐに環境

汚染事件応急準備計画を発動し，同市濱海新区環境保護モニタリングステー

ション長の李加軍が最初に現場に赴き，直ちに観測可能であった気体のモニ

タリングを行った。同日 2時50分に天津市環境保護局の応急隊員と関係専門
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家15人からなる第 1陣の調査チームが現地に向かって以降，計器，設備，車

両などが整い， 1時間ごとに環境汚染物質のモニタリング結果を報告できる

体制が整ったという。そして同日16時30分には温局長が最初の記者会見に出

席し，事故地域周辺の大気・水環境状況について報告をしている。このよう

に，大気および水環境のモニタリングについての事故発生後の初動は迅速で

あったことがうかがえる。また 8月16日に環境保護部長の陳吉寧が現地視察

を行い，人員が足りないことから全国の環境モニタリング従事者に支援を求

め，中国環境モニタリングセンターを含め，河北省，北京市，江蘇省，遼寧

省，山東省，河南省，内モンゴル自治区，山西省の 9チームから 9月 8日ま

での間に総勢229人が事故現場および周辺地域での応急モニタリングに参加

したという⒇。

　大気環境については，事故現場の中心地域で二酸化硫黄，シアン化水素，

硫化水素，アンモニア濃度が国家基準値の最大 4倍にまで上昇したものの，

9月12日以降は基準値以下になったとされている。また，事故現場の中心か

ら離れた地域では，事故発生後にシアン化水素，硫化水素，アンモニア，ク

ロロホルム，ベンゼン，トルエンなどの濃度が国家および市の関係基準を最

大 4倍超過していたが， 9月 4日以降は事故発生前の水準に戻ったという。

これら大気中の汚染物質は風によって自然拡散したとされている（国務院事

故調査組 2016, 8-9）。

　水環境については，爆心地周辺約2.3キロメートルの範囲がおもにシアン

化物で汚染され， 8月17日に爆発で出来た穴に溜まった水に極めて強いアル

カリ性反応がみられ，シアン化物の濃度は 1リットル当たり421ミリグラム

という高濃度状態であった。これら汚染水については処理後に渤海湾に放流

し，10月31日までの間に合計121～129トンのシアン化ナトリウムを除去した

とされている。しかしながら，その後も爆発で出来た穴には汚水が残ってお

り，調査報告書が公表された時点でも汲み出して隔離する作業が行われてい

るとされている。また，事故発生後に爆心地から約750～960メートル離れた

3つの井戸水でシアン化物が地下水Ⅲ類基準�を超えており，硫酸塩，クロ
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ロホルム，ベンゼンなども検出されたという。事故調査報告書がまとめられ

た時点で汚染濃度は徐々に下がっているものの依然基準を超過しており，事

故中心地域およびその付近の地下水の汚染の原因についてさらなる探査が行

われているという。なお，この事故で天津近海の渤海湾の海洋環境には影響

がなかったとされている（国務院事故調査組 2016, 10-11）。

　土壌については，事故発生から 1週間後に一部の地点でシアン化物が検出

されたが， 1カ月後には検出されなくなったという。また重金属も検出され

たものの，公園・緑地の立地の際の基準値は超えていないとされている。さ

らに一部の地域でシアン化物とヒ素の濃度が基準値を最大23.5倍超えており，

フェノール，多環芳香族炭化水素，ジメチルスルホキシドなどの物質が検出

されているが，事故調査報告書とりまとめの時点でなおモニタリングが継続

されている。10月31日までの間に事故中心地域の土壌に約 3％のシアン化ナ

トリウムが残留しており，生物濃縮による慢性毒性をもたらすリスクがある

とされている（国務院事故調査組 2016, 11-12）。

　以上のように，事故を原因とした環境汚染がみられ，多くの汚染物質は自

然拡散ないしは処理によって基準値以下に濃度が低下しているものの，一部

の水環境および土壌に残留しているものもあることから，引き続き慎重な観

測と危険除去の方策検討が必要とされる。なお，今回の事故にともなう環境

汚染によって中毒または死亡例はないとされており，17人が粉塵や汚染物質

を吸い込んで肺炎で入院したものの，予後は良好であるという（（国務院事故

調査組 2016, 12）。

　環境汚染モニタリングの過程では，メディアで神経ガスが検出されたなど

のニュースが流れて注目を集めていたが，これについては現場で救援活動の

指揮をとっていた軍事医学科学院化学兵器専門家チームから，そのような可

能性はまったくないとして否定されている（『日刊中国通信』2015年 8 月21日

付）。

　爆発事故で現場には大きな穴が開いたうえに，水や土壌が汚染されたこと

から，跡地利用および復興には困難が予想されるところである。そこで天津
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濱海新区が 9月 4日に明らかにした計画は事故現場に24ヘクタールの面積に

及ぶ「海港生態公園」と記念碑を建設することであった�。この計画につい

ては，事故処理や原因究明が進んでいないなか，事故を隠ぺいするための策

略ではないかという疑念がメディアでもちあがった（『財経網』2015年10月13

日）。環境汚染された土地を整備して公園にすることは，たとえば，北京豊

台区の「園博園」の例が挙げられる�。天津市濱海新区の公園計画では，有

毒物質の処理が適正に行われるかという点に加えて，計画決定のタイミング

や進め方に疑念が生じたのであった。この公園建設計画については，汚染土

壌の修復に手間取っていることから，予定より遅れているとされている（『海

峡都市報』2016年 8 月 4 日付）。

第 4節　天津港 8・12爆発事故の背景要因

1．安全生産および環境影響評価に関する企業の法規違反

　事故調査報告では，事故を引き起こした瑞海公司が，関連法規に違反して

危険貨物堆積場の建設を行っていたこと，一定期間無許可経営を行い，また

不当な手段で許認可を得ていたこと，さらに許認可を得た後も関連法規に違

反して危険貨物関連業務を行っていたことなどが指摘されている（国務院事

故調査組 2016, 23-32）�。その概要は以下のとおりである。

　第 1に，2013年 3 月16日から 8月末にかけて，都市農村規劃法，安全生産

法，港湾法，環境影響評価法，消防法等に違反して，危険貨物堆積場の建設

工事を行った。同公司が関係部門に計画許可申請手続きをしたのは 8月中旬

の完成間近になってからであり，しかも 5月18日にはすでに危険貨物業務を

開始している。すなわち，安全生産評価および環境影響評価の審査を受ける

前から危険貨物場の建設工事を行うとともに，業務も開始していたことにな

る。
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　第 2に，同公司は危険貨物倉庫業務の経営に必要な港湾経営許可証および

港湾危険貨物業務附証を2015年 6 月23日に取得しているものの，2014年 1 月

12日から 4月15日の約 3カ月間および2014年10月17日から2015年 6 月23日に

営業許可を得るまでの約 8カ月間，危険貨物業務を行っていたと指摘されて

いる。また，同公司の実質的な経営責任者のひとりであった于学偉が元天津

市交通運輸・港湾管理局副局長および天津市交通運輸委員会港湾管理処長に

金銭や金券を贈ったり，ゴルフや飲食で接待を行って行政審査の過程で便宜

を図ってもらったりしたことや，同公司のもうひとりの実質的な経営責任者

である董社軒の父親がかつて天津港公安局長であったことから，港湾手続き

の審査や監督管理の面で優遇されたなどとされている。

　第 3に，同公司が危険化学物質の扱いに際してさまざまな法規違反をして

いたことが指摘されている。具体的には，①爆発物の原料となる硝酸アンモ

ニウムを関係規定に反して事故当日には貨物到着ゲートに800トン放置して

いたこと，②週当たりの認可量の14倍もの貨物を扱っていたこと，③硝酸カ

リウムが設計最大保管量の約54倍，硫化ナトリウムが同約19倍，シアン化ナ

トリウムが約43倍など多くの危険貨物が設計基準を超過して大量に保管され

ていたこと，④可燃性爆発危険貨物の包装がずさんで現場に監督責任者を配

置していなかったこと，⑤天津市交通運輸部門に重大危険物質の届出と登記

を行っていなかったこと，⑥危険物質管理のための資格を取得していなかっ

たり，関連する教育やトレーニングも受けていなかったりした従業員がいた

こと，さらには⑦事故発生に備えた避難訓練などを行っていなかったこと，

などが挙げられている。これらの点については，消防隊員が初期消火の際に

十分な情報を得られなかった要因のひとつとしても指摘されている。

　こうした同公司の違法経営の背景には，危険化学物質を扱う物流業の構造

的問題があることも留意すべであろう。事故前の 8月 5日に物流関係ウェブ

サイトに掲載された記事には，中国物流・採購聯合会がとりまとめた「危険

化学物質産業政策調査研究報告」を参照しながら中国の危険化学物質の運

輸・保管をめぐる諸問題が挙げられている。その中で，危険化学物質取扱物
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流業の多くは経営規模が小さく，経営の実力が伴っておらず，専門的対応能

力を欠いており，無許可経営も時々発生していることや倉庫内でのずさんな

保管，倉庫間の安全距離の欠如，企業の安全・責任意識の弱さ，担当者の専

門知識の欠如などが指摘されている。事故後に同聯合会危険化学物質物流分

科会の秘書長である劉宇航は，事故を起こした瑞海公司は非会員であるため，

同聯合会はその企業の状況を把握していないという（翟 2015）。交通運輸部

化学研究院の彭建華副研究員は，危険化学物質の貯蔵保管の需要に対して倉

庫が30％以上足りず逼迫していることが違法経営者や闇倉庫の温床になって

いると指摘している（楚 2015）。また，事故報告書においても，上記の違法

行為以外に，瑞海公司の職員が硝化綿の包装途中で包装をやぶいてしまい，

硝化綿が飛び散ったことや，同公司が硝化綿の供給販売を委託した河北三木

繊素有限公司が硝化綿を包装する袋に耐熱パックを用いていなかったこと等，

危険物質のずさんな取り扱いが明らかにされている（国務院事故調査組 2016, 

16）。

2．安全生産管理体制の機能不全

　事故調査報告では，瑞海公司の危険貨物業務に対する安全管理体制として，

審査許認可の面だけでなく，日常監督や評価・コンサルティングの側面から

も責任機関・組織が挙げられるとともに，党・政府部門の責任にも言及され

ている。表4-5～8はそれぞれの局面ごとに責任が指摘されている機関・組織

を整理したものである。このうち表4-6と4-7は事故調査報告書の付表（附件）

をもとに書きだしたうえで，本文の記述を参照しながら一部加筆修正を行う

とともに，審査・許認可の権限についての情報を加えた。事故調査報告書で

は安全生産管理体制について以下のような問題点があったことが明らかにさ

れている。

　党・政府部門については，まず天津市共産党委員会および人民政府が，①

党の安全生産方針政策，国家安全生産，港湾管理，公安消防等の法規政策，
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天津港の危険化学物質安全管理の総合調整，天津港（集団）有限公司の行政

管理機能，天津市交通運輸委員会や濱海新区党・政府安全生産任務に対する

指導などが徹底されなかったこと，②関係部門や組織の天津市都市総体規劃

に対する違反への査察管理を失念していたことなど，安全生産管理体制全般

にかかる責任が指摘されている。さらには濱海新区党・政府や中央政府の交

通運輸部，海関総署（税関）についても関係する責任が指摘されている。

　具体的な貨物業務に関しては審査許認可，日常監督，そして業務の仲介や

請負を行った評価・コンサルティングに関して表4-6～8に挙げられた機関・

組織のそれぞれの責任が指摘されている。この中でも，天津市交通運輸委員

会，天津港（集団）有限公司，天津海関，濱海新区市場・質量監督局，濱海

新区環境保護局については，貨物業務の審査許認可だけでなく，貨物業務に

対する日常監督についても権限と任務を有していたことから，危険貨物業務

にともなう安全管理に関して重要な役割を担う機関として責任が重いと考え

られる。

　そのうえで事故調査組は，24名の企業関係者（瑞海公司13名，コンサルティ

ング機構11名）および25名の行政監察対象者について刑事責任を追及するこ

と，また74名については免職（21名），降格（23名）等を含む党紀政紀処分を，

48名については訓戒（「誡勉談話」）・教育（「批評教育」）措置をとること，さ

らに仲介・請負を行ったコンサルティング機構 5社については行政処罰を適

用することを提案している（国務院事故調査組 2016, 51）。

　翌年11月 7 日から 9日にかけて天津市第 2級人民法院その他基層法院でお

こなわれた刑事裁判によって上記49名について判決が下された（『日刊中国通

信』2016年11月11日付）。瑞海公司の于会長が危険物質違法貯蔵罪，違法経営

罪，危険物品事故罪，贈賄罪を問われ執行猶予 2年の死刑判決と罰金70万元

の支払いを言い渡された。同公司の董副会長，只社長を含む幹部 5名につい

ては危険物質違法貯蔵罪，違法経営罪，危険物品事故罪で無期から15年まで

の間の懲役刑を言い渡された。同公司の他 7名の直接責任者は10年から 3年

の懲役刑が命じられた。また，天津市交通運輸委員会の武主任ら25名の国家
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表4-5　党・政府部門

●天津市共産党委員会・人民政府
●天津市濱海新区党委員会・政府
●交通運輸部
●海関総署

（出所）　国務院事故調査組（2016, 46-17）より筆者作成。

表4-6　瑞海公司の貨物業務に対する審査認可機関

機関名 審査認可内容
◆天津市交通運輸委員会 港湾危険貨物経営資格・港湾施設建設

◆天津港（集団）有限公司
港湾プロジェクト規劃，検収初審，港湾建
設プロジェクト入札・建設，質量監督管理，
消防設計審査・検収

◆天津海関 海関監督管理区，危険貨物税関
● 天津市規劃局，濱海新区規劃・国土資源
管理局

規劃

◆濱海新区市場・質量監督局（工商）
　←天津市市場・質量監督管理委員会

工商注冊登記，経営範囲審査

◆天津市濱海新区環境局 環境影響報告
●天津市濱海新区行政審査認可局 環境保護検収

（出所）　国務院事故調査組（2016）附件 4を一部修正。
（注）　→は業務指導関係を指す。◆は審査認可と日常監督の責任が共に指摘された機関。

機関の職員には職務怠慢罪や職権乱用罪で 3年から 7年の懲役刑が言い渡さ

れた。そのほか，天津市交通運輸・港湾管理局の李志剛副局長ら 8名には収

賄罪の判決が下されたという。

　なお，2016年 9 月13日に天津市党委員会書記代行の黄興国市長は「重大な

規律違反の疑い」で調査を受けていると発表されるとともに，書記代行兼市

長が解任された（『JIJI.COM』2016年 9 月13日付）。その詳細は不明であるが事

故責任についても問われたものと推察される。

　また事故調査報告書では，安全生産管理体制について，法規制の不備，安

全生産および法規制そのものに対する遵法意識の欠如，事故応急処置能力の
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表4-8　瑞海公司の貨物業務に関する評価・コンサルティング機関・組織

●中濱海盛安全評価公司
●天津水運安全評価審査センター
●天津市化工設計院
●天津市交通建築設計院
●天津市環境工程評価センター
●天津博維永誠科技有限公司

（出所）　国務院事故調査組（2016）附件 4を一部修正。

表4-7　瑞海公司の貨物業務に対する日常監督機関・組織

◆天津市交通運輸委員会
◆天津港（集団）有限公司
◆天津海関
→天津新港海関
●天津市安全監督局
→濱海新区安全監督局
→濱海新区安全監督局第一分局
→天津港集装箱物流園区安全監督ステーション
◆天津市市場・質量監督管理委員会
→濱海新区市場・質量監督局（工商，特殊設備）
●天津海事局
→北疆海事局，東疆海事局
●天津市公安局
　→天津市公安局消防局→天津市濱海新区公安局
◆天津市濱海新区環境保護局

（出所）　国務院事故調査組（2016）附件 4を一部加筆修正。
（注）　→は業務指導関係を指す。◆は審査認可と日常監督の責任が共に指摘された機関。

不足に加えて，中央―地方―現場の間での権限や役割の重複，不明瞭な分担

をはじめとする安全管理体制の構造についても問題があることが指摘されて

いる。また，危険化学物質の生産，保管，使用，経営，運輸，輸出に至る各

局面にかかわる行政部門が多く，許認可，資格管理，行政処罰といった一連

の監督管理システムが未熟であり，危険化学物質に関する情報の共有システ

ムが不備であること等も問題とされた（国務院事故調査組 2016, 90-98）。
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3 ．防災・減災対策の欠如

　事故調査報告では断片的にしかふれられていないが，持続可能な都市とい

う観点から，重化学工業都市としての濱海新区の防災・減災対策が不十分で

あったことは重要な論点である。第 1に，そもそも事の発端は瑞海公司の違

法な危険倉庫の経営にあるものの，新区には工業用倉庫の設置が可能な工

業・港湾用地が豊富にあったこと，しかもそのような用地に住宅・商業用地

が隣接していたことが，事故被害を大きくしたと考えられる。爆心地と最も

近い居住区は500～600メートルの距離のところにあったという（張 2015）。

　第 2に，上記の点と関連して，地域の社会経済発展計画や都市計画におい

て生産事故リスクへの対策が十分に考えられてこなかったことが挙げられる。

2006年から2010年までの天津濱海新区国民経済・社会発展“十一五”規劃綱

要では，濱海新区をハイレベルな現代製造業および研究開発基地，北方国際

航空運輸センター，国際物流センターとして開発していくなかで，資源節

約・循環型経済，人と自然の調和的発展，環境汚染の総合対策を推進してい

くことなどが掲げられているが，「減災・防災」については「突発的公共事

件への応急メカニズムの確立」にふれられているだけである。他方，同時期

に策定された「天津市濱海新区総体規劃（2005－2020年）」では，「都市の持

続可能な発展」が掲げられ，各地域の空間構造を視野に入れた発展計画が書

き込まれた。その中で爆発事故のあった塘沽城区については港湾や貨物物流

地域の環境影響軽減についてはふれられているものの，住工近接空間構造へ

の対応は書き込まれていない。なお，第十四章「都市総合防災減災」では危

険化学物質の管理強化，環境応急システムの確立などは書き込まれている。

2011年から2015年までの第12次五カ年計画では，前五カ年計画の目標を引き

継ぎながら，「生態型新城区」を建設するという新たな目標が掲げられ，ま

た産業事故リスクについては「安全生産監督管理を強化」するとして，「重

点産業領域の特別対策とリスクの洗い出しによるガバナンス・メカニズムを
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確立し，重大特大事故の発生を防止する」と新たに書き込まれた。しかしな

がら生態型新城区の建設において工業と住宅の近接する空間構造の改造とい

う視点はみられない。しかも2006年以来の五カ年計画で危険化学物質管理や

安全生産監督管理の強化が掲げられてきたものの，爆発事故の要因としてず

さんな安全管理体制の実態があったことは事故調査報告でみたとおりである。

　第 3に，生産事故が発生した際の消防およびその他緊急対応体制が確立し

ていなかったことが指摘できる。事故調査報告では，企業の側も行政の消防

組織の側も，危険化学物質関連の重大事故が起きた際の備えや訓練，または

対応のための専門知識・能力が欠けていたこと等が指摘されている（国務院

事故調査組 2016, 93）。また，事故の 3年前に発表された天津市公安消防局の

陳（2012）による論考の中で，新区は北方エネルギー備蓄センターおよび石

油化学工業基地における巨大火災のリスクが高いばかりでなく，都市への人

口集中にともない一般的に火災リスクが高くなることが予想されると指摘し

ていた。しかしながら，新区の消防組織および消防能力が脆弱で，地域社会

経済の発展のスピードに追いついていないとして，新区公安消防局の設置が

提案されていた。 8月12日の爆発事故はこうしてすでに指摘されていた消防

体制の脆弱性を改めて浮き彫りにしたところである。

　以上のように，防災・減災対策という観点からみると，「産城融合」空間

構造を前提とした産業事故リスクに備えたガバナンスの欠如があったことが

指摘できる。とくに危険化学物質の安全管理や消防体制の不備などについて

事前に専門家や実務担当者が認識していたにもかかわらず，それを都市ガバ

ナンスの重要な課題として対策をとってこなかったことは，都市開発に邁進

してきた天津市にとって重い教訓となった。
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第 5 節　安全生産管理と都市建設の行方

　 8・12爆発事故を受けて，第 1節で述べたように全国安全生産大検査が展

開されたほか，地域発展計画において安全生産管理の強化だけでなく都市空

間構造の改変についても課題として掲げられるようになったことは注目され

る。

　事故から間もない10月，濱海新区は爆発事故の影響を早急に払拭すべく

「第 4四半期に『第13次五カ年計画（2016－20年）』の良好な始動の実現に向

けた取り組みを行うことについての意見」をとりまとめ，14日に公表した

（『日刊中国通信』2015年10月16日付）。同意見では爆発事故で被害を受けた住

宅の修繕と中心地区の住宅供給安定化，開発プロジェクトの計画・着工・稼

働などを含めた社会経済の安定的な発展への取り組みのほか，危険化学物質

製造企業や危険貨物取扱企業の安全点検の実施，さらには危険化学物質製造

企業を，居住エリアから比較的離れている新しい開発区である南港工業区へ

の移転を進めることなどを明らかにした。

　また天津市は同月に「安全天津建設綱要（2015－2020年）」を策定した。そ

の綱要の推進のために23日に開かれた会議において黄市長は「安全天津建設

は民生安定を保障する重要な前提で，安全は最大の民生であり，生命は最も

尊く，生命に価格はつけられない」と述べ，同綱要の重要性を強調した（『天

津日報』2015年10月23日付）。同綱要はその前文で，「天津港 8・12瑞海公司

危険物倉庫特別重大火災爆発事故の沈痛な教訓を深刻に汲み取り，都市安全

保障の水準を全面的に向上させ，安全天津の建設に努め，社会経済発展の良

好で安全な環境を創造すべく，本綱要をとくに制定する」と書かれている。

ここでいう「安全建設」とは「生産，生活，経営活動における人員傷害およ

び財産損害をもたらす安全事故の発生を避けるため，予防，コントロール，

救援措置および関連する取り組みをとる」ことを指すとされた（『天津網』

2015年10月26日付）�。同綱要は背景・目標部分以下， 4つの大項目と22の小
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項目から成っている（表4-9）。建設目標としては，「2020年までに市全体で

安全生産企業主体，部門監督管理，政府所管地域（『属地』）の各責任につい

ての長期有効メカニズムを完成させ，事故リスク防止管理水準と公衆の安全

意識を向上させ，重点産業領域の安全生産状況を全面的に改善し，安全保障

能力を強化し，重大・特大安全事故を有効に抑制する」として，建設目標と

おもな措置が書き込まれた。

　2016年 2 月には，危険化学物質企業，交通運輸，建築施工，公共空間，都

市上下水道，ガス・熱・電気供給，ガソリン・天然ガス供給・貯蔵，特殊設

備，食品薬品，消防安全，応急救援体系，安全生産保障体系と12の各領域に

関する実施方案が市内各地方政府，行政部門および直属機関に通達された

（『天津市人民政府公報』2016年 2 月26日付）。

表4-9　安全天津建設綱要（2015-2020年）の骨格

【建設目標】安全理念を強固に樹立し，総体的要求を全面的に把握する
①2014年比で各種事故の死亡者数を10％以上削減
② 1億元生産総額当たり生産安全事故の死亡率を30％以上削減
③鉱工業商業貿易従事者十万人当たり生産安全事故死亡率を20％以上削減
④道路交通 1万両当たり死亡率を20％以上削減
⑤特殊設備 1万台当たり死亡率を35％以上削減
⑥火災10万人当たり死亡率を0.17以内
【主たる措置】
⑴　厳格な安全責任を徹底的に遂行し，安全発展の基礎を堅牢にする
①企業主体責任の強化／②部門監督管理責任の強化／③政府所管地域責任の強化
⑵　重点領域のガバナンスを深め，安全発展産業を打ち立てる
①危険化学物質安全工程の実施／②工業重点領域安全工程の実施／③交通運輸安全工程
の実施／④建築施工安全工程の実施／⑤公共空間安全工程の実施／⑥都市公共施設安全
工程の実施／⑦食品薬品安全工程の実施／⑧公共消防安全工程の実施
⑶　保障システムを完成させ，安全で長期有効なメカニズムを構築する
①法規制度体系の確立／②空間規劃体系の確立／③科学技術支援体系の確立／④応急救
援体系の確立／⑤安全文化体系の確立／⑥政策支持体系の確立
⑷　組織指導を確実に強化し，全力で任務遂行の徹底を推進する
①「大安全」事業の展開／②厳格な検査評価の実施／③より広範な社会監督の実行／④
より厳格な責任追究の実行／⑤強力な推進メカニズムの形成

（出所）　「安全天津建設綱要（2015-2020年）」より一部訳出。
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　さらに，2016年 6 月に公表された「天津市濱海新区国民経済・社会発展第

13次五カ年規劃綱要」において，第10章に「全方位で安全保障を強化し，安

全な濱海を高い基準で建設する」として，安全生産の責任の厳格な実施，重

点産業領域の安全監督管理の強化，食品薬品安全の強化，公共消防安全の強

化，安全監督管理能力建設の強化が掲げられた（『天津・濱海新区』2016年 6

月23日付）。このなかで前年10月に新区が発表したとおり，危険化学物質の

製造および貯蔵企業を南港工業区に徐々に移転させること，また一定の条件

を満たさない危険化学物質取扱企業については移転措置のほか，閉鎖や生産

転換も進めていくこととされた。こうして 8・12爆発事故の教訓をふまえ，

「安全天津建設」の方針が，新区の経済・社会発展五カ年計画にも反映され

るようになった。

　しかしながら，工業と都市が混在する「産城融合」型の地域が完全に解消

されるわけではなく，新区のひとつの地域類型として存続していくことが前

提とされている。重化学工業化が牽引してきた濱海新区の住工混在型都市は，

今後とも産業事故リスクに向き合いながら，安全な都市の建設を進めていく

という困難な舵取りが続くことであろう。

おわりに

　本章では，2015年 8 月12日に天津港で発生した爆発事故を事例として，事

故の背景や事故があぶりだした安全生産管理および都市開発上の問題点を検

討してきた。中国の都市には天津市濱海新区のように重化学工業の生産・流

通拠点と居住区が混在している「産城融合」型都市が少なくなく，大小の産

業事故の被害が各地で発生している。天津港爆発事故の調査報告書から，立

地，施設建設，安全・環境影響評価に関する審査許認可から日常監督管理に

至るまで安全生産管理のずさんな状況が明るみに出されている。その後に全

国規模で行われた安全生産検査においても450万件以上にのぼる大量のリス
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クが確認されており，天津港爆発事故はそのリスクが顕在化して大災害とな

った事例として，その教訓と課題を広く共有していくことが重要であろう。

また，その事故の教訓を受けて，安全生産管理体制の強化のみならず，危険

化学物質取扱企業の居住エリア付近からの移転を含む都市空間構造の見直し

が行われるようになったことは，都市の持続可能な発展という観点から一定

の評価をすることができる。

　しかしながら，「産城融合」型空間構造がすぐに解消される見通しはなく，

今後とも重化学工業が集積した都市の災害リスクをどのように軽減し，また

防止していくのかという課題への対応が迫られる。その際に，関係する組織

と個人が，いかなる制度と仕組みのもとで相互に協力・協調しながらそれぞ

れの役割を果たして行くことができるのかという点から検討が必要であろう。

環境保全と防災・減災を連続した問題としてとらえたガバナンス（大塚

2015b），すなわち「リスク・ガバナンス」の観点からすると，黄前市長が述

べたように「安全は最大の民生であり，生命は最も尊く，生命に価格はつけ

られない」という点をふまえて，安全を守るための規制の徹底と防災・減災

を担う公的専門的集団のキャパシティ・ビルディングについては政府のより

いっそうの介入が求められるところである。また，政府主導のガバナンスの

強化とともに，住民や企業による防災・減災への日常的な訓練や知識の共有

が促進されるような支援策も必要であろう。

　さらにそうしたリスクをもたらす都市の空間構造は一朝一夕で形成される

ものではなく，自然地理的な基盤，歴史的な経緯，そして現代の漸進的な社

会経済活動の積み重ねの結果としてのストックが反映されるものであること

にも留意しなければなるまい。そこで，リスクそのものを縮小させる都市の

空間構造のあり方について，居住者の現在のニーズだけでなく，都市の中長

期的将来像を見据えた議論を地域住民，行政，事業者，専門家らによって積

み重ね，安全で持続可能な都市空間を実現するための官民投資のあり方につ

いて知恵を絞っていくことが必要であろう。そのためには，単なる「政府の

介入」強化でもなく，また単純な「政府の退出」でもない，地域の公共空間
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を関係主体（ステークホルダー）が協働で管理・運営しながら，市場経済活

動を誘導していくというガバナンスの手法を編み出していくことが，持続可

能な都市形成に向けた安全で長期有効なメカニズムにつながっていくのでは

ないだろうか�。

〔注〕
⑴　中国では，環境保全に積極的な物事や団体にしばしば「グリーン」（緑色）
という言葉が使われる。「グリーン・シティ」は「環境に優しい都市」という
意味と思われる。
⑵　なお，2005年に起きた松花江汚染事故では事故調査報告書は事故から 1年
経って概要が報道されただけで，詳細は公表されなかった（大塚 2015a）。

⑶　 濱 海 新 区 政 務 網 ― 歴 史 沿 革（http://www.bh.gov.cn/html/BHXQZWW/

LSYG22363/List/index.htm.）。
⑷　国家安全生産監督管理総局安全監督総局網站2015年 4 月14日掲載記事
（http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_21449/2015/0414/ 
248746/content_248746.htm）。

⑸　本章を執筆するにあたり，特に事故の経緯と要因については，政治的に敏
感な問題であることから現地調査が困難であり，かつ国内外での信頼できる
情報が限られているため，主に国務院事故調査組（2016）に依拠しながら，
できるかぎり関連する新聞・雑誌記事にあたるという方法をとらざるを得な
かった。もっとも，今後情報開示や一次資料による調査が可能となれば改め
て本章の内容を検証する余地はあるだろう。
⑹　中国における改革開放以降の産業の牽引役は一般に労働集約的な軽工業と
されているが（岡本 2013, 76-77），1990年代以降は資本集約的な重化学工業
も台頭してきたたことが指摘されている（唱 2011, 32-43）。
⑺　『中外対話』（chinadialogue）2015年 8 月27日掲載記事（https://www.chinadia-

logue.net/article/show/single/ch/8142-Timeline-China-s-chemical-disasters），漳州
PX事故については『財経』2015年第11期46-54頁，恒台経済開発区の事故に
ついては『財経網』2015年 8 月23日掲載記事（原典は長江新聞）（http://poli-

tics.caijing.com.cn/20150823/3952698.shtml）を参照。
⑻　この事故では，爆発によって 8人が死亡，60人が負傷したほか，周辺住民
数万人が避難，1000戸余りの住宅の窓ガラスが割れた。またその時ベンゼン
類が松花江に流出し，同河川を取水源としていた下流のハルビン市では 4日
間断水を余儀なくされた（大塚 2015a）。

⑼　国家安全生産監督管理総局『安全生産大検査専刊第19期』2015年12月18日
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掲載記事（http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_21861/2015/ 
1218/262165/content_262165.htm）。
⑽　「天津濱海新区条例」『天津市人民代表大会常務委員会公報』（2015年 2 月）。
⑾　『天津市人民政府公報』2008年第 7期，8-16頁。
⑿　天津・濱海新区ウェブサイト「歴史沿革」（http://www.bh.gov.cn/html/bhxqz-

ww/LSYG26488/List/index.htm）。
⒀　「天津濱海新区条例」『天津市人民代表大会常務委員会公報』（2015年 2 月）。
⒁　天津市濱海新区統計局2016年 3 月21日。
⒂　2015年末の全市常住人口は1546万9500人，外来人口は500万3500人，その比
率は32.3％（「2015年天津市国民経済和社会発展統計公報」（http://www.stats-tj.

gov.cn/Item/25858.aspx）。
⒃　国家統計局ウェブサイト参照。同局によると2013年後期から重工業・軽工
業の分類による統計データを掲載しなくなったという（http://www.stats.gov.

cn/tjzs/cjwtjd/201311/t20131105_455942.html）。
⒄　事故発生直後には政府による公表情報が乏しく，様々な憶測や噂がネット
やメディアで飛び交う状況になったこと，それに対してインターネット弁公
室（「網信弁」）が360のミニブログ（「微博」）のアカウントと50以上のインタ
ーネットサイトの取り締まりを行ったとされている（『財経網』2015年 8 月17
日掲載記事，原典：中央電視台［http://politics.caijing.com.cn/20150817/3948485.
shtml］）。
⒅　瑞海公司の幹部によるとこの硝酸アンモニウムは国外から輸入したもので
あり，「すべて鉱山の爆破に使うものだ」と説明されている（『日刊中国通信』
2015年 8 月21日付）。

⒆　2016年12月14日筆者による現地視察。
⒇　環境保護部ウェブサイト「環境要聞」 9月11日掲載記事，原典：中国環境
報（http://www.mep.gov.cn/xxgk/hjyw/201509/t20150911_309637.shtml）。

�　「地下水質量標準」によると地下水Ⅲ類基準は「人体健康基準を根拠とし，
集中式生活飲用水源及び工業・農業用水に適している」とされる。
�　『日刊中国通信』2015年 9 月 8 日付記事。その後の報道では面積43ヘクター
ルの公園として2016年 5 月末には完成見込みとされていた（『日刊中国通信』
2016年 3 月10日付記事）。

�　同園は面積513ヘクタールに及ぶ広大な公園であるが，もとは河川敷の不法
投棄場所として大量のごみが野積みされていたところであった（2014年 9 月
3 日現地視察及び http://www.gardenexpo-park.com/）。

�　なお，瑞海公司は2012年11月に72人の従業員を抱える民営企業として設立
された。
�　なお社会治安，環境保護，公衆衛生などについてはここに含まれていない。
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�　この点については本書では中心的課題ではないものの，都市を「人工的な
社会的共通資本を管理・維持するための制度，組織」ととらえる議論があり
（宇沢・茂木 1994），持続可能な都市のあり方について今後検討していくうえ
で参考になる。また，都市空間の共的ガバナンスについては欧米を中心に豊
富な事例がある。この点での本格的な比較研究は別の機会に期したい。
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